
霧島市条例第４８号  
平成２８年１２月２６日  

 

霧島市消防団横川方面隊拠点施設の目的外使用料徴収条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

 

      

                    霧島市長 前田 終止      

 

 

 

 

 

霧島市消防団横川方面隊拠点施設の目的外使用料徴収条例の一部を改正する条例 

 

霧島市消防団横川方面隊拠点施設の目的外使用料徴収条例（平成22年霧島市条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

別表中「220円」を「200円」に改める。 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の霧島市消防団横川方面隊拠点施設の目的外使用料徴収条例の規定は、この条

例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料につ

いては、なお従前の例による。 

  


